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第１ リモートの位置付け

　

１

　

リモートの実施のために規則

　

改正を

　　

①しない

　　

②した

　　

③その他 （具体的に）
つ

　

′
、 オンライ ンに

よるコロナ問題災害時
ＡＤＲを立ち上げたが、
一般ＡＤＲでもリモート
で実施できるよう現在
規則改正を検討中。以
下、 コロナ問題災害時
ＡＤＲを前提に回答す

２

　

リモートを弁護士会館等に出
頭できない場合等の例外として
扱っているか， 期日開催の一方
法として現実の出頭と同様に
扱っているか

①あくまで例外
②現実の出頭と同様
③その他（具体的に）

□
□
回

　　

型コロナ

　

イルス 回 リモートは、 従来の

　

ＡＤＲとは別個の 「Ｗｅｂ調

　

停」 の手続きにおいて

　

実施される。開催を

　

頬している。
ただし

　

運

　

として

第２

　

リモート手段

　

１

　

リモートの技術的手段は

　　　　　　　　　

（複数選択可）

□

呂
Ｌ

　　　　　

－

①電話会議
②～Ｖｅｂ会議
③その他（具体的に）

ｅｂ会議に用いるソフトは

　　　　　　

（複数選択可）
①Ｚｏｅｍ
②Ｔｅａｍｓ
③Ｓｋｙｐｅ
④ＧｏｏｇｌｅＭｅｅｔ

２

　

Ｗｅｂ会議に用いるソフトは

　　　　　　　　

（複数選択

　

①Ｚｏｅｍ

　

②Ｔｅａｍｓ

　

煙りｓｋｙｐｅ

　　　

④ＧｏｏｇｌｅＭｅｅｔ
⑥その他（具体的に） □

１

　

１
１のソフ トを用いるこ
とも可能。

ｚｏｏｍを用いてい
多いが， Ｓｋｙｐｅ

３

　

上記２のソフトの利用上の問題等

　　　　　　　　

（具体的に）

　　

　
るかという点。戸が耳こス まい トラ

ルが数回あった。

る必要があるとこ
る， 仲裁人・補助者の
操作の習熟の問題等。

第３

　

リモート選択のイニシアティブ

　

１

　

選択は誰の判断によるのか

　　

①あっせん人・調停人

　　

②当事者 日 規貝，胆 ＝仲裁セン

　

日

□
図
□

資料３



④その他（同意までは不要であるが
意見は聞くなど具体的に）

３

　

上記１で②の場合、 あっせん
人・調停人の同意を要するか

　

①必要

　

②不要

　

⑨その他 （具体的に）

４

　

上記１で②の場合、 他方当事
者の同意を要するか

　

①必要

　

②不要

　

⑧その他 （他方当事者がリモー

　　

トで手続しない場合のみ同意を

　

要するなど具体的に）

５

　

上記２～４で同意が必要な場
合、 その記録化はどうしている
か

６

　

上記１～４の制度とした趣
旨・理由

…かそつでヱいかの
′を仲裁人に委ねる
とが望ましいと考え

□
－

３９仙台－±会

ｊ

□
図
口

「３」 について，特段

ピ己録化はしてい
煉

」



２８岡山弁護士会 ３９仙台弁護士会０２第一東京弁護士会 ０３第二東京弁護士会
第５

　

申立ての方法

　

１

　

紙媒体によらない申立てを

　　

①認めない （窓口又は郵送）

　　　

その理由
， まだ運用を開始で

きていない。

　

して′・立を受けつけ
ることを試行してい
る。

とは別途電子メール等
による申立てを事務局
が確認しなければなら
ず， 事務が煩頚になり

担が

　

えることへの

の ラツ

　

フオーム
を用いた申立てに対応

ないか検討中。

□②認める
２

　

紙媒体ではない申立て方法とは

　　　　　　　

（複数選択可）

　

①電子メール（地の文）で

　

②電子メールに申立書のデータ
を添付して
③ホームページの専用フォーム
で

図

　　　

”まズ ｛してい

　

の④その他（具体的に）

。 （規則上は③の実
地も可能となってい
る。） なお， 原本で提
出を求める書類につい

どのように取り扱う

３

　

上記２の①又は②による場合
の送信先アドレスは（複数選択可）

□①会ないしセンターのもの
②あっせん人弁護士のもの
③その他（具体的に）

第６

　

主張書面又は書証の提出方法

　

１

　

紙媒体によらない提出を

　　

①認める
②認めない （窓口又は郵送）

②の理由 現在、 オンラインでの
提出の可否について検
討中。

ツトフォームを用い
申立てを採用できな

、か検討中。 なお、 主
り， 提出書面等につ

は， 従前どおり紙



①一方当事者のみ可
②双方当事者とも可
①又は②の制度趣旨

２

　

期日における当事者の所在

　

①無制限

　

②制限あり

　　

②の具体的内容

３

　

あっせん人・調停人の弁護士
会館以外からのリモート出席

　

①可

　

②不可

　

①又は②の制度趣旨

４ リモートあっせん人・調停人
の弁護士会館以外の所在

　　　　　　　

（複数選択可）
①無制限 （あっせん人・調停人の殻量）
②あっせん人・調停人事務所
③その他（具体的に）

５

　

あっせん人がリモート当事者
に対し出頭を求めるべき場合に
ついて規則等の定めがあるか

まし、

ある
出頭を求めるべき場合とは

　　

０）

　

，

　　　　　　　

っ
ん人の裁量である。

リモート期日が開催さ
た後にあっせん人が

出頭による期日開催が
目当と考えれれば、
あっせん人は当事者に
出頭を求めることがで

　

がオンライ ン
日出席することを

　

　

　

　　

という制ヌ
できない。）

　　

１５京都弁護士会
□
□

便性 （応諾のしやす
さ） を考慮した。

坐に対応できるように
するために会館へ出向
くことを原則としてい
るが， 将来的には仲裁
人のリモート出席も認
める予定である。

』 謝でれ、

ま言い難いが， 原
してあっせん人事
こ限定することを
としていると，思わ

茸題

　　

訓、し，
ん人については
△

　

か し

　　

３９仙台弁護士会

　
０２第一東京弁護士会 ０３第二東京弁護士会



０１東京弁護士会

　　　　　

０２第一東京弁護士会

　　　　

０３第二東京弁護士会 ０６千葉県弁護士会 ２６広島弁護士会

　　　　　　　

２８岡山弁護士会

　　

１５京都弁護士会
図
□

①ない
②ある
制限の具体的内容

に対処しやすいよう
に、 当初は代理人弁護
士事務所や損害保険会
社などの会社事務所か

２

　

期日の録音・録画・生配信，
第三者の無断同席等を防止する
方法は（具体的に）

録音・録画等について
は禁止しているが、 具
体的な方策は特にとっ
ていない （通常の期日
でも、 秘密録音等はあ
り得るが特にしていな
いのと同様。）

日ごとに 止されていることを煮
面にて通知する。 ま
た， 各期日の冒頭に，
仲裁人から録音録画等
が禁止されていること
について注意喚起して
もらう。

にその日

　

記勤してい
る。 いことを確認する。

た，当事者本人や間
・ があっせん人の許
なく録音・録画をし
いることを発見した
合には中止するよう

した 「ウェブ会議シ
テムを利用される利
Ｍ

　

への皆様へ （申立
・相手方への注意事
）」 （以下、 「注意
書」 という） との文
を送付し、 この文書
内容に同意すること
前提に、 オンライン
よる期日を実施して

３

　

当事者から， リモートによる
期日開催によって情報漏洩等の
事故が生じた場合にも会を免責
する旨の同意等を書面で取り付
けて

　

①いる

　

②いない
□
図

る注意文書に当会の
圭こついて記

　

して

４

　

当事者から， 録音録画や第三
者立ち合いを行わない旨の誓約
等を書面で取り付けて

　

①いる

　

②いない
る注， 文

　

に録日録
第三者の立ち合い

を禁止することを記

　

し、

５

　

録音・録画”生配信， 第三者
の無断同席等がなされた場合の
手続の扱い， 当事者に対するサ
ンクション等は （具体的に）

現時点では、 特に設け
ていなし・。…断録音をする当事者

への他方当事者の不信
瑠を理由に 「合意成立
の見込みがない」 とし
て手続きを打ち切るこ
とは考えられる。

させる。 ま
日の中止もあり

第１０

　

期日の進行方法

　

期日の進行方法について， 通常
の手続とは異なる配慮をするか

　

（交互方式ではなく， 対面方式を
原則とするなど）

　　

①ない

　　

②ある

　　　

配慮の具体的内容
※仲裁人の裁量によっ

で′テっている。

　　　　　

Ｉ

　

、 ケースノミイ ケ－－ス

　

　

　　　

　

　　　　　　　

　

　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　

Ｉ

第１１

　

和解

　

１

　

和解成立時には当事者の出頭を

　　

①必ず求める

　　

②リモート期日でも和解可能

　

２

　

リモート期日で成立した和解

　

について， 和解契約書への署名

　

押印の方法 （具体的に）



３９山台

　　

士会
持ち回りで署名押印と
する方法のほか、 当事
者双方の了解がある場
合には、和解契約書へ
の当事者の署名・押印
を省略できる扱いと
し、 省略した場合は
メールや録音録画を併
用して意思確認を行う
ことで、 署名押印に代
える方法も実施可能な
ように手続細貝＝を改正
済。

用と 「る。
いただく。 双方の
捺印が完了した

「る。 な
の関係で，
し、ていなあっせん人が証人

て和解契約書に署
印し、 各当事者に

して， 和
蛇（完成
じないこ

第１２ 手数料の徴収方法

　

１

　

手数料 （申立手数料， 期日手
数料及び成立手数料），費用
（鑑定費用， 出張交通費等）の
支払方法は

寺点においては一般Ａ
ＤＲと同じ取扱い。 和し、

　

・ 手．※：は原 １
として銀行振込をお願
いしてし、る。

（送付） し， 納付と引
き換えに，和解契約書
の写しを交付 （送付）

２

　

リモート期日で和解が成立し
た場合の手数料回収確保の工夫

手数料納付後に和解契

　　　　　

１
　　　　　　　　　　　　　

　

四

　

十′に＝”Ｌ”／

　

０

　　　　　

１

たことを確認した

、 当事者に対し、
した和解契約書を

第１３

　

その他 （事務局関係）

　　

リモートＡＤＲの事務局事務に

　

ついて

　

１

　

運営委員会として特別に配慮

　　

した点があれば具体的に

かからないようにする負担が増加する傾向に
あるので， 負担軽減策
を考える必要がある。

２

　

実際の事件処理に際して生じ
た不都合及びその対処方法があ
れば具体的に

ＰＣ；醜

　

、

　　

、
事者にＵＲＬをメー

（２） 和解契約書の
‐りとりに際し、 当事
“

　

が返送しないことが
ある。
（３）

　

期日のＵＲＬを
メールした際、 反応が
ない当事者がおり、 再
・ する等対応をするこ
とがある。

第１４

　

その他

　　　

（あっせん人・調停人関係）

　　

リモートＡＤＲの手続実施につ

　

いて

　

１

　

運営委員会として特別に配慮

　　

した点があれば具体的に



２

　

実際の事件処理に際して生じ
た不都合及びその対処方法があ
れば具体的に

第１５ リモート開始時期・件数

　

１

　

リモートによる手続実施の開
始年月日は

２

　

上記１の日から２０２０年１
２月末日までの間に期日を開催
した全ての事件数 （期日数では
ない）

３

　

上記２のうち， リモートで期
日を開催した事件数 （期日数で
はない）

第１６ 手続の質的変化
リモートによる手

　

リモートに
よって良かっ云
は

　

っせん人・

日開催に
（当事者又
人の感想，

ていまいが、 この後の
状況、 動向を注視して
いくつもり。

サポート弁護士・ 潮左
人を付け、 申立サポー
ト弁護士が申立書の作
Ｊ

　

をサポートするとと
もに、 申立後は輔佐人
が当事者との電話・
メールによる連絡を

申立時に申立人が添付
薫萎 （相手方法人の商

▲謄本） を準備
１つたため、 電
（ＰＤＦ）の取得方

法を指示し、 それによ
る提出を認めた。

してし、た

したという
りｏ

リモートＡＤＲ実施に
るマニュアルを作
配布

のみ７

　

モー

はないかもしれない
が， リモートで参加し
た当事者があっせん人
の許可を受けずにやり
取りを録音していたこ
とが期日の途中で判明
し， 録音の中止を求め

現状はリモート
、ては委員会
人となる運

め，，忌

　

．” 万福

　

に
り替えた事例があっ

ることが

　

しかったと

ることに る。

を改訂し， リモートＡ
ＤＲに対応する事項を
追加。

－１２８件

　　　　　　　

ｌ

ー
２７件

　　

Ｉ

３９仙台

　

…

　

±会
リモー トＡＤＲによる
手続きについては対応
し兼ねる仲裁人候補者
については事前にその
旨のアンケートを実施
し、 事件配転を回避。

２０２０年４月１６日

・当初は回線の関係で
度々中断して進行に支

たが、 現在は改善し、１障が騒『そのような支障はなく
なった。



第１７

　

お願い

　　

貴会の規則，

　

フ， 書式をデー

　

い （リモートに

　

するものを添付

るこ
②

を定めた独立の

　

則力
の規律の趣旨を理解する
となる規則の定めを参
ある場合には， 同規則も
ださい。）

のファイル名の冒頭に，必ず

　　 　　

　

　　
かなかった期日があっ
たとの報告があった。
当会では、 オンライン
期日開催前に接続確認
テストを実施している
が、 当事者が利用する
機器を当日に変更する
など想定外の事態は発
生する可能性があり、
そのために、 電話番号
の届出をお願いしてい
る。

マニュアル， パン
で

　

寸してくださ夕で添付してくださ，則
こよる手続実施に関連：０２紛争解決センター手続細
寸してください。 すな．１則

　

卜に関する規定を含１１０３オンラインＡＤＲマニュアル
添付し． 該当規定の．・（あっせん人向け）
はしないで〈ださ

リモートに関する特則
規則がある場合，そ

てくー，

０２義一厘琶京謎難じ三葉
当事者が弁護士会に出
頭しなくて良いため、
より柔軟に期日調整を
行うことができ、 当事
者の負担も軽減され
た。

オンラインＡＤＲマニュアル

　

ハー
（－弁仲裁人・輔佐人）

　　

特別
オンラインＡＤＲマニュアル ０２仲

０４サポート弁護士マニュア
ノレ
０５２０２００６１６司法記者クラブ
宛資料
１０災害時ＡＤＲ申立書
１１オンー

　

ンＡＤＲ

　

、入

受付票・
ポート

ンＡＤＲ申込み
聴、取書（申立サー

土用）

　　　　　

－

立のお知らせ

つい

ｇｌｅＭｅｅｔのご利用方法
いて （当事者用）
ジしテスト報告書
日調書 （オンラインＡＤＲ

に関する

び和解あっせ

システムを利

して、

し、。
・調停人としては、「対話
足進」というよりは「ロジカ
レに」「パターナリステイ
ク」に当事者に対して「働

　　　

当

ているが、こうし

ていく
・もし

日がす
「期日

　

　　

　　

　　　

　　

　　　　

」Ｈｐ①
「コロナ対応臨時Ｗｅｂ調

・調停人名

ン

　　

ーゴロ

日外」が

の充実化」に

ま
ロナウ
の関係 頭が，．しい

っても， 期日
となり， 手

ぷ避けられ

　 　　　

　

　

　

　

　

　

　

　　　　
；あった。
また， 当事者が会場ま
や出向く負担が軽減さ
るので， 応諾のし易

さという点ではよかっ
ことの意見もあった。

ュアルは現

　

十

　　　

で
モー ＡＤＲマニュアノレ
立書 （リモートＡＤＲ対

解あっせんのお知らせ
モート対応確定版）

（書式２８） 接続先等届出

６） 回答書
・書（印省略）

資料提供

　

斉 藤 睦 男 （委員）

●

　

回答は２０２１年１月末時点のものです。
●

　

認証ＡＤＲの弁護士会は、 変更認証申請の準備段階における回答です。

３９仙台

　

－

　

±会
・出席を渋っていた遠
隔地の相手方の出席が
なされた。
・不応諾の回答の後、
リモートでもいいので
出席してもらえないか
説得し、和解に至った
事例もあった。
・最近、 リモートの件
数がどんどん増えてお
り、 事務局としてはと
ても有効に活用されて
いると感じている。 緊
急事態宣言が出たこと
で、 関東地方の当事者
がリモートに切り替え
たということもあっ
た。




